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他
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す
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に
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り
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傷
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と
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ど
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の
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し
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と
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そ
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に
類
す
る
事
実
が

あ
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た
と
き

※�

市
税
と
は
市
県
民
税
、固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、国
民
健

康
保
険
税
が
対
象
で
す
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市
税
を
納
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限
ま
で
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な
い
場
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早
め
の
相
談
を

１
９
４
１
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ID

納 期 限
（口座振替日）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
担　当

4/30
㈫

5/31
㈮

7/1
㈪

7/31
㈬

9/2
㈪

９/3０
㈪

10/31
㈭

1２/２
㈪

12/25
㈬

1/31
㈮

2/2８
㈮

3/31
㈪

市 県 民 税
（普通徴収分）

全期
１期 2期 3期 4期

税務課
23-7615

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

全期
１期 2期 3期 4期

軽 自 動 車 税
（ 種 別 割 ） 全期

国民健康保険税
（普通徴収分） １期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

保険医療課
23-7625後 期 高 齢 者

医 療 保 険 料
（普通徴収分）

１期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

上下水道料金 4月期
（3.4月分）

6月期
（5.6月分）

8月期
（7.8月分）

10月期
（9.10月分）

12月期
（11.12月分）

2月期
（1.2月分）

経営課
23-7645

農 業 集 落
排 水 使 用 料

4月期
（3.4月分）

6月期
（5.6月分）

8月期
（7.8月分）

10月期
（9.10月分）

12月期
（11.12月分）

2月期
（1.2月分）

下水道事業受益者負担金
公共下水道事業分担
農業集落排水事業分担金

全期
１期 2期 3期 4期

市 営 住 宅
使 用 料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 都市計画課

23-7640

し 尿 く み
取 手 数 料

4月期
（3.4月分）

6月期
（5.6月分）

8月期
（7.8月分）

10月期
（9.10月分）

12月期
（11.12月分）

2月期
（1.2月分）

生活環境課
23-7629

保育所保育料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
こども未来課
23-7622児 童 ク ラ ブ

保護者負担金 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

　口座振替をご希望の方は、債権管理室、各総合支所、または金融機関へお問い合わせください。口座振替
のできる金融機関は、三菱ＵＦＪ銀行、愛知銀行、豊橋信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、愛知東農業
協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局です。

令和６年度　市税・料金などの納期限一覧表
９５８０８６６７９ID 　　問合せ　債権管理室（T23–7679）
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手当名 対象 要件など 支給額（月額）など

児
童
手
当

　日本国内に住んで
いる中学校修了前（15
歳に達する日以後最
初の3月31日まで）の
児童（留学中の児童を
含む）を監護・養育し
ている方

　次の場合は、その要件に当てはまる方
に支給
◆�施設などに児童が入所している場合は、
施設の設置者
◆�両親が別居している場合は、児童と同
居している親（単身赴任などを除く）
◆�父母が海外に居住の場合は、児童を養
育する未成年後見人・里親・父母指定者

3歳未満児 15,000円

3歳以上小学校
修了前 10,000円

第3子以降※１ 15,000円

中学生 10,000円

所得制限限度額
以上 5,000円

所得上限限度額
以上 支給なし

児
童
扶
養
手
当

　ひとり親家庭など
で18歳以下（18歳に
達する日以後最初の
3月31日まで）の児童
（一定の障がいがある
ときは、20歳未満）を
監護し、かつ生計同一
としている父・養育者、
または監護している
母※２

◆父母が婚姻を解消した児童
◆父または母が死亡した児童
◆父または母が重度の障がいにある児童
◆�父または母から引き続き１年以上遺棄
されている児童
◆�父または母が裁判所からDV保護命令
を受けた児童
◆�父または母が引き続き１年以上拘禁さ
れている児童
◆�婚姻によらないで生まれた児童
上記要件を満たしていても、次の場合、
手当は支給されません
◆�児童が児童入所施設等に入所または、
里親に委託されている
◆日本国内に住所がない
児童扶養手当と公的年金の供給
（児童扶養手当）
　�公的年金などを受給していても、その
額が児童扶養手当の額より低い場合に
は、差額分の手当が受給できます。
所得制限（児童扶養手当・県遺児手当）
　�受給給資格者および同居の親族などの
前年（１月から９月(県遺児手当は10
月）までの申請は前々年）の所得が一定
額以上の場合は、手当の全部または一
部の支給を停止します。（県遺児手当
は全額停止）

児童 全額支給 一部支給

1人 45,500円 45,490円～
10,740円

2人目 10,750円
加算

10,740円～
5,380円加算

3人目
以降

6,450円
加算

6,440円～
3,230円加算

県
遺
児
手
当

　ひとり親家庭など
で18歳以下（18歳に
達する日以後最初の
3月31日まで）の児童
（18歳に達した日の属
する年度の末日以後、
引き続き中学校また
は特別支援学校の中
学部に在学する児童
を含む）を監護し、か
つ生計同一としてい
る父・養育者、または
監護している母※２

支給開始～ 児童１人につき

1～3年目 4,350円

4～5年目 2,175円

6年目～ 支給対象外

市
遺
児
手
当

児童1人につき　2,000円
※�市遺児手当に所得制限はあり
ません。

金額は改定することがあります。
※１　第3子以降とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の人数
※２　�受給者が、同居または定期的な訪問があり、かつ定期的な生計費の補助がある異性との付き合いがあ

る場合など、ひとり親家庭と認定しがたいと判断される場合は対象となりません。

子どもに関係する手当制度
３９５８５５０９２ID 　　問合せ　こども未来課（T23–7622）
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手当名 対象 支給額（月額）

特
別
障
害
者
手
当

　20歳以上の障がい者で、重複した重度の障がいが
あるため、常時特別の介護を必要とする在宅の方。な
お、社会福祉施設などに入所している方、病院などに
継続して３カ月を超えて入院している方、所得が一定
額以上ある方は除きます。

28,840円
①�身体１･２級の障がいを有し、
　IQ35以下の方は、6,850円
②�身体１･２級の障がいの方、または
　�IQ35以下の方は、1,050円を加算
して支給します。

障
害
児
福
祉
手
当

　20歳未満で、重複した重度の障がいがあるため、常
時特別の介護を必要とする在宅の方。なお、社会福祉
施設などに入所している方、障害を支給事由とする年
金給付を受けている方、所得が一定以上ある方は除き
ます。

15,690円
①�身体１･２級の障がいを有し、
　IQ35以下の方は、6,900円
②�身体１･２級の障がいの方、または
　�IQ35以下の方は、1,150円を加算
して支給します。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護・養
育している方。なお、受給資格者および同居の親族な
どの前年（６月分の申請までは前々年）の所得が一定
額以上ある場合は除きます。
①�身体障害者手帳１･２級程度またはIQ35以下程度
の児童
②�身体障害者手帳３級（４級の一部を含む）程度また
はIQ50以下程度の児童

①の児童１人につき55,350円
②の児童１人につき36,860円

在
宅
重
度
障
害
者
手
当

①身体障害者手帳１･２級でIQ35以下の方
②身体障害者手帳１･２級またはIQ35以下の方
③身体障害者手帳３級でIQ50以下の方
　なお、社会福祉施設などに入所している方、病院な
どに継続して３カ月を超えて入院している方、所得が
一定額以上ある方、特別障害者手当･障害児福祉手当
などを受けている方、65歳以上で、新たに障がいとな
られた②･③該当者は除きます。

①の方　�15,500円
②③の方　6,750円

市
障
害
者
手
当

①�身体障害者手帳１･２級の方、療育手帳Ａ判定の方、
精神障害者保健福祉手帳１級の方
②�身体障害者手帳３級の方、療育手帳Ｂ判定の方、精
神障害者保健福祉手帳２級の方
③�身体障害者手帳４級の方
④�身体障害者手帳５･６級の方、療育手帳Ｃ判定の方、
精神障害者保健福祉手帳３級の方
　なお、社会福祉施設入所者、特別障害者手当受給者、
障害児福祉手当受給者は除きます。

①の方　2,800円
②の方　2,400円
③の方　1,200円
④の方　1,000円

福祉に関係する手当制度
２２６６８００５３ID 　　問合せ　福祉課（T23–7624）
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助成券名 対象 必要な物

１ 障害者
　 タクシー助成券

①身体障害者手帳１～３級の方
②療育手帳Ａ・Ｂ判定の方
③精神障害者保健福祉手帳１・２級の方
　自動車税、軽自動車税の減免を受けている方は除く。

　身体障害者手帳、
療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳

２  障害者福祉 
有償運送料金 
助成券

①身体障害者手帳１～３級の方
②療育手帳Ａ・Ｂ判定の方
③精神障害者保健福祉手帳１・２級の方
　利用には福祉有償運送事業者との契約が必要です。
　自動車税、軽自動車税の減免を受けている方は除く。

３  高齢者 
福祉タクシー 
助成券※１

①満80歳以上の１人暮らしの方
②�満70歳以上の高齢者のみの世帯で、満80歳以上の方※２ なし

４ 介護タクシー
　  助成券

①�介護保険の要介護４または５の認定を受けた方
②�身体障害者手帳１～２級の体幹および下肢障害で自力歩
行が困難な方
　助成対象世帯が車いす対応車両を所有している方、自ら
改造車を運転する方、自動車税・軽自動車税の減免を受けて
いる方、介護施設などに入所している方は除く。

　介護保険証、身
体障害者手帳など
対象者であること
を確認できるもの

５  高齢者福祉 
有償運送料金 
助成券※１

　介護保険の要介護又は要支援の認定を受けた方などのう
ち、次のいずれかに該当する方
①満80歳以上の１人暮らしの方
②�満70歳以上の高齢者のみ世帯で、満80歳以上の方※２
　利用には、虹の郷（福祉有償運送事業者）との契約が必要
です。

なし

※１　�世帯のどなたかが自家用車と運転免許証の両方を所有している場合や、介護施設などに�
入所している方は対象外です。

※２　�身体障害者手帳・療育手帳の所持者と18歳未満の同居人は世帯員に数えません。

障害者・高齢者への外出支援助成券を発行します
８４１０８５１８４ID 　

問合せ　福祉課（１、２）（T23–7624）
　　　　高齢者支援課（３～５）（T23–7688）
交付開始　４月１日㈪
場　所　各担当窓口、各総合支所地域課
その他　�令和５年度に各助成券の交付を受けた方で、残券があって

も４月以降は使用できません。また、助成券は重複しての
交付はできません。



12広報しんしろ
広報しんしろ

Public Relations
Magazine
of Shinshiro

  2024.4

　ほのか情報

犬の飼い主の皆さんへ ID ５６４６４９４２４ 問合せ�　環境政策課（T23–7690）

　生後91日以上の犬を飼っている方は、生涯に１回の登録と、年１回の狂犬病予防注射が義務づけられてい
ますので、この集合注射か、動物病院に出向いて６月末までに必ず受けさせてください。

4月8日㈪ 作手地区
9：00～��9：05 和田公民館
9：15～��9：20 見代公民館
9：30～��9：40 田代老人憩の家
9：55～10：00 東高松新島川橋

10：15～10：30 鴨ケ谷集会所（旧消防詰所）

10：40～11：00 作手総合支所東側砂利駐車場
11：10～11：15 相寺老人憩の家
11：20～11：40 市場集会所

11：45～11：55 須山老人憩の家

12：00～12：10 川合ごみ集積所前
4月9日㈫ 鳳来地区
9：10～��9：15 睦平老人憩の家
9：35～��9：40 巣山公民館
9：50～��9：55 七郷一色公民館
10：15～10：25 阿寺公民館
10：40～11：05 大野鳳来中央集会所

11：15～11：25 井代公民館

12：35～12：45 湯谷温泉駅前
12：50～13：00 能登瀬公民館
13：10～13：20 名越公民館
13：35～13：45 名号消防詰所
13：50～14：00 三河川合駅前
14：10～14：15 池場国民運動場入口
4月10日㈬ 鳳来地区

9：00～��9：10 西区コミュニティセンター本陣駐車場
9：20～��9：30 本郷構造改善センター
9：40～��9：45 浅下公民館

9：55～10：05 寺林公民館

10：20～10：25 門谷�旧高校寄宿舎跡地
10：35～10：50 玖老勢コミュニティプラザ
11：05～11：10 川売集会所
11：25～11：30 四谷�大代旧自転車置場
11：35～11：45 連谷��消防詰所
12：55～13：05 海老構造改善センター
13：15～13：20 須山集会所
13：45～13：50 岡・大草公会堂
14：00～14：15 鳳来総合支所

4月11日㈭ 作手地区
9：45～��9：50 小滝�松井氏宅前
10：00～10：05 守義バス車庫前
10：25～10：40 農協北部出張所
10：55～11：00 下木和田

11：05～11：10 上木和田

11：25～11：30 善夫�斎藤孝子氏宅前

11：35～11：40 黒瀬��旧消防詰所
11：45～11：50 西田原公会堂

11：55～12：00 東田原資源回収会場（リサちゃんの家）
12：05～12：10 岩波吉祥院
13：20～13：30 中河内老人憩の家
13：50～14：00 中河内�権田栄一氏宅前
4月12日㈮ 鳳来・新城地区
9：20～��9：25 源氏お寺
9：35～��9：40 恩原�三和太屋
9：55～10：05 中島田神社前

10：20～10：25 塩瀬公民館

10：35～10：45 布里生活改善センター
11：10～11：30 大海公民館
11：40～12：00 有海公民館
13：15～13：25 須長公民館
13：35～13：45 富永川上公会堂
13：55～14：05 富沢公民館
4月15日㈪ 新城地区

8：55～��9：15 大野田公民館

9：25～��9：40 川田公民館駐車場
9：50～10：05 川田原公民館

10：15～10：25 市場台西公園（資源回収会場）
10：40～10：55 野田公民館
11：10～11：25 稲木公民館
11：35～11：45 今出平公民館
11：55～12：05 山公民館
12：15～12：30 杉山萬福寺

4月16日㈫ 新城地区
8：50～��9：00 庭野公民館
9：10～��9：30 黒田公民館
9：40～10：00 中宇利集落センター
10：10～10：30 富岡ふるさと会館

10：40～10：45 富岡西部集会所

10：55～11：15 一鍬田公民館

11：30～11：45 富永神社会館前
13：00～13：30 平井公民館

13：40～13：50 市役所東庁舎駐車場
4月17日㈬ 新城・鳳来地区
8：55～��9：10 塩沢構造改善センター
9：20～��9：35 吉川公民館
9：50～10：00 黄柳野公民館
10：05～10：15 多利野バス停
10：20～10：25 竹ノ輪公民館
10：30～10：45 山吉田トレーニングセンター

10：50～11：05 下吉田公民館駐車場（国道側）
11：10～11：20 定国老人憩の家
11：25～11：30 新戸公民館
11：40～11：45 蔵平公会堂
13：00～13：05 乗本公民館
13：15～13：20 大栗　消防器具庫
13：30～13：35 本久集会所
13：50～14：05 川路公民館

犬の登録について
所有者、所在地の変更や犬が死亡
した場合は届出が必要です。

持ち物
●�愛犬手帳
●�通知はがき
●�料金
　※�おつりのないようにお
願いします

　　注射のみ行う場合
　　　３,５００円
　　登録と注射を行う場合
　　　６,５００円
　　�（生後91日以上から登
録と注射をすることが
出来ます）

狂犬病予防集合注射日程表
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ほのか情報　

妊
娠・出
産・子
育
て
に
関
す
る
こ
と
は「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」へ

問
合
せ
　
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー�

（
T��23–

７
６
２
１
）

市
営
住
宅
、定
住
促
進
住
宅
の

入
居
者
募
集９

３
８
７
９
８
４
８
８

ID問
合
せ
　
都
市
計
画
課

　
　
　
　（
TEL

23-

７
６
４
０
）

　
　
　　
鳳
来
地
域
課

　
　
　
　（
TEL

22-

９
９
３
４
）

　
　
　　
作
手
地
域
課

　
　
　
　（
TEL

25-

７
８
７
７
）

　
４
月
か
ら「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」�

を
市
役
所
本
庁
舎
１
階(

こ
ど
も
未
来
課
横)

に
設
置
し
ま
す
。こ
の
セ
ン
タ
ー
で
は
、妊
娠
か
ら
子
育
て
ま
で
の
幅
広
い
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
い
き
ま
す
。

　
市
で
は
、市
営
住
宅
と
定
住
促
進
住

宅
に
空
部
屋
が
で
き
た
場
合
の
待
機
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

申
込
資 

格
　
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

す
方

①�

現
に
同
居
し
て
い
る
か
、同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
が
い
る
こ
と
、ま
た

は
婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
単

身
者

②�

条
例
で
定
め
て
い
る
収
入
基
準
内
の

世
帯（
例・夫
婦
子
ど
も
１
人
家
族
の

年
間
総
収
入
金
額
３
９
９
万
６
千
円

未
満
の
世
帯
）で
あ
る
こ
と

③�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

④�
入
居
予
定
者
の
中
に
暴
力
団
員
が
い

な
い
こ
と

申
込
み 
　
申
込
用
紙
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
か
ら
入
手
し
、都
市
計

画
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他 

　
入
居
条
件・家
賃
な
ど
、詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市営住宅名
（住所） 間取り 家賃（月額）

※収入により決定 駐車場 空家
戸数

市営住宅名
（住所） 間取り 家賃（月額）

※収入により決定 駐車場 空家
戸数

東原住宅
（平井字東原 30） 3DK 21,500 ～ 43,900 １戸

１台 0 芳ケ入住宅
（長篠字芳ケ入 25-8）

2DK
3DK

18,700 ～ 36,700
23,000 ～ 45,200

１戸
１台 0

上市場西住宅
（野田字上市場 18-1） 3DK 17,300 ～ 34,400 １戸

１台 1 和田住宅
（作手保永字山中沢 2-2） 3DK 19,900 ～ 39,100 １戸

２台 0

上市場東住宅
（野田字上市場 26-2） 3DK 19,200 ～ 39,300 １戸

１台 0 開成住宅
（作手高里字下屋敷 14-3） 3DK 19,700 ～ 38,800 １戸

２台 0

長篠住宅
（長篠字杉下 2-1） 3DK 19,700 ～ 38,600 １戸

１台 1 城山ハイツ
（作手高里字松風呂 17）

2DK
3DK

16,600 ～ 32,700
19,400 ～ 38,100

１戸
２台 3

大野住宅
（大野字広野 55） 3DK 19,000 ～ 37,400 １戸

１台 3 草谷ハイツ
（作手高里字下屋敷 28-1） 2DK 17,000 １戸

２台 0

こども家庭センターは、妊娠期から子育て期にわたり支援を行います

子育て支援係
電話２３－７６２１

こども家庭センター 家庭相談係
電話２２－９９１８

親子の健康
妊娠届出（母子健康手帳交付）
出産・子育て応援ギフト
伴走型相談支援
産後ケア事業
家庭訪問（こんにちは赤ちゃん訪問等）
乳幼児健康診査
一般不妊治療費助成事業
低所得妊婦初回受診費用助成事業
子どもの発育や発達の相談等

家庭とこどもの相談
家庭児童相談
児童虐待に関する相談、予防支援
ヤングケアラーに関する相談支援
家庭支援事業（子育て短期支援事業・子育て
世帯訪問支援事業等）
要保護児童対策地域協議会
関係機関へのつなぎ等

統合

すぐサポートにつなげます！
産後ケアで
リフレッシュ

訪問支援員が、家事や子育て
をお手伝い

保健師や助産師
による訪問・相談

・相談窓口の一本化
・早期支援による虐待予防

母子保健・子育て
世代包括支援センター

（健康課、
児童養育支援室）

子ども家庭総合
支援拠点

（児童養育支援室）

子育てに疲れた・・
こどもが泣き止まない・・
助けてくれる人がいない・・
こどもを叩いてしまいそう・・

主な
効果

新城市 新城市
これまでの相談窓口 令和６年４月～

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

市
役
所（
本
庁
舎
１
階
）

相談

相談

3 月１日現在
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新
城
市
職
員
募
集 

（
Ａ
日
程・春
実
施
試
験
） 

３
１
４
３
５
３
８
１
５

ID問
合
せ
　
秘
書
人
事
課

　
　
　
　（
TEL

23–

７
６
１
９
）

　
令
和
７
年
４
月
採
用
の
市
役
所
職
員

を
募
集
し
ま
す
。募
集
要
項・試
験
申
込

書
を
４
月
１
日
㈪
か
ら
配
布
し
ま
す
。

配
布
場 

所
　
市
役
所
総
合
案
内（
１
階
）、

秘
書
人
事
課
人
事
係（
４
階
）、

各
総
合
支
所
地
域
課
、新
城
ま

ち
な
み
情
報
セ
ン
タ
ー
、新
城

図
書
館

申
込
　�

４
月
８
日
㈪
か
ら
26
日
㈮
ま
で

に
秘
書
人
事
課
人
事
係
へ
申
込

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他 

　
受
験
資
格
や
申
込
方
法
な

ど
試
験
の
詳
細
は
募
集
要
項�

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
第
一
次
試
験
　

試
験
日
　
◆
一
般
行
政
職
、保
健
師

　
　
　
５
月
18
日
㈯
ま
た
は
19
日
㈰

　
　
　
◆
保
育
士・幼
稚
園
教
諭

　
　
　
５
月
17
日
㈮

場
所
　�

市
役
所
４
階
会
議
室

内
容
　
◆
一
般
行
政
職
、保
健
師

　
　
　
自
己
Ｐ
Ｒ
試
験

　
　
　
◆
保
育
士・幼
稚
園
教
諭

　
　
　
実
技
試
験

試験区分 募集職種 人数 受験資格（年齢・学歴・免許など）

大卒・短大卒

一般行政職
（事務）

４名
程度

大学もしくは短大を卒業又は令和７年３月
末までに卒業見込みの方

平成８年４月２日
以降に生まれた方

一般行政職
（技師）

大学もしくは短大の土木課程を卒業又は令
和７年３月末までに卒業見込みの方

保育士・
幼稚園教諭

10名
程度

保育士及び幼稚園教諭の両方の資格・免許
を有する方又は令和７年３月末までに取得
見込みの方

平成８年４月２日
以降に生まれた方

保健師 １名
程度

保健師の免許を有する方又は令和７年３月
末までに取得見込みの方

昭和59年４月２日
以降に生まれた方

民間企業等
経験者

一般行政職
（事務）

４名
程度

令和６年４月末までに民間企業等における
職務経験が５年以上あり、採用後その経験
が生かせる方

昭和59年４月２日
から平成８年４月
１日までに生まれ
た方

一般行政職
（技師）

令和６年４月末までに民間企業等における
土木又は建築に関する職務経験が５年以上
ある方で、次の資格を有し、採用後その経
験が生かせる方
・土木施工管理技士（１級又は２級）
・一級建築士又は二級建築士


